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令和８年度 西宮市立留守家庭児童育成センター 

ご利用案内＜長期休業(春・夏・冬休み)分＞ 

申請受付期間 

・春休み・・・令和８年１月２０日（火）～令和８年２月２０日（金） 

・夏休み・・・令和８年５月２０日（水）～令和８年６月１９日（金） 

・冬休み・・・令和８年１０月２０日（火）～令和８年１１月２０日（金） 

※持参・郵送とも締切日必着です（消印有効ではありません）。 

通年利用児童数がすでに最大受入児童数を超えている育成センターは、長期休業利用の受入ができませんのでご

了承ください。各申請書の提出やお問い合わせは、それぞれ下記の指定管理者までお願いします。 

 
 

育成センター 指定管理者 （令和 7 年 10 月１日時点） 問い合わせ先 

瓦木、津門 

（※2） 

ライクキッズ 

津門留守家庭児童育成センター  

〒663-8245 西宮市津門呉羽町 5-13 

瓦木留守家庭児童育成センター 

〒663-8106 西宮市大屋町 10-20 

平日10:30～19:00 

津門育成センター 

℡0798-34-2044 

瓦木育成センター 

℡0798-65-5443 

平木 

（※2） 

日本デイケアセンター 

大阪営業所 育成センター事務局 

〒531-0075 大阪市北区大淀南1-9-16 山彦ビル3階 

平日10:00～18:00 

℡06-6147-5001 

鳴尾 
三光事業団 鳴尾育成センター事務局 

〒663-8125 西宮市小松西町 2-6-30 

平日 9:00～17:00 

℡0798-41-4421 

苦楽園、深津 

（※2） 

シダックス大新東ヒューマンサービス 西宮事務局 

〒663-8184 西宮市鳴尾町 1 丁目 24－20 

田中ビル 3 階 

平日10:00～19:00 

℡0798-44-3536 

香櫨園、浜脇、用海 

（※2） 

西宮 YMCA （神戸 YMCA 西宮ブランチ） 

〒662-0977 西宮市神楽町 5-23 

平日 9:00～17:00 

℡0798-35-5987 

高木、高木北、高須西 

、樋ノ口（※2） 

セリオ 西宮事務局 

〒662-0034 西宮市西田町 1-22  

ＮＤビルハイツ 206 号室 

平日10:00～19:00 

℡0798-78-3908 

上甲子園、夙川、大社 

、北六甲台、小松 
（※2） 

労協センター事業団 西宮事業所 

〒663-8113 西宮市甲子園口 4 丁目 16-3 

平日10:00～17:00 

℡0798-67-5170 

甲子園浜、鳴尾東 

（※2） 

明日葉 西宮事務所 

〒663-8184 西宮市鳴尾町 5 丁目 7-21 

ナルオポスト 304 号室 

平日10:00～17:00 

℡0798-78-7630 

上記以外（★） 

西宮市社会福祉協議会 育成センター事業課 

〒662-0913 西宮市染殿町 8-17 

西宮市総合福祉センター1 階 

平日 9:00～17:00 

℡0798-36-7127 

 
（★）今津、上ケ原、上ケ原南、瓦林、神原、北夙川、甲東、甲陽園、高須、段上、段上西、名塩、生瀬、 

鳴尾北、西宮浜、春風、東山台、広田、南甲子園、安井、山口 

※１ 土日祝日は受付を行っておりません。 

☆留守家庭児童育成センター・指定管理者一覧（問い合わせ先）☆
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※２ 各育成センターでも申請書等の受付が可能です（三光事業団、西宮市社会福祉協議会を除く）。 

   申請書等を各育成センターにお持ちされる場合は、事前に指定管理者への連絡をお願いします。 

 

 

 

～ 申し込む前に ～ 

〇 長期休業期間の育成料・延長利用料につきまして、１人当たりの金額は定額となっています。長期休業中期

間内に利用されなかったり、待機が理由で途中からの入所になった場合等の理由であっても、育成料は定額と

なりますのでご了承ください。各長期休業期間中の育成料の詳細につきましてはＰ.６をご覧ください。 

○ 持参・郵送とも添付書類を含めて締切日必着です。消印有効ではありませんので、郵送される場合はお早め

の手続きをお願いします。 

○ 提出書類の記入もれ、添付書類等のもれにご注意ください。もれのある場合受付ができません。就労証明書

の作成に時間がかかる等の理由があっても、全ての必要書類が揃って到着した時点で受付完了となります。 

○ 減免申請をされる方のうち、令和7年1月1日時点で西宮市以外（国内）にお住まいだった方は、市・県民税

の令和7年度課税証明書が必要です（注：令和8年度市・県民税課税証明書ではありません）。なお、令和7年

度市・県民税課税証明書は、令和7年1月1日時点で住民登録をされていた自治体へ請求してください。ま

た、同居の保護者（祖父母含む）の方全員の令和7年度市・県民税課税証明書を添付していただく必要がありま

すので、ご注意ください。令和７年1月1日時点で西宮市以外（国外）にお住まいだった方は、海外所得に係る

証明書兼申立書をご提出ください。 

○ 保育所等の申し込み時に使用された就労証明書のコピーは使用できません。必ず育成センター用の書面でご

準備ください。 

○ 過去の育成料を滞納している場合は、利用許可できませんので至急納付してください。納付方法については

市役所 育成センター課（  0798-35-3659）へお問い合わせください。 

○ 各申請書の提出やお問い合わせは、表紙掲載のそれぞれの育成センターの指定管理者までお願いします。 

○ 鳴尾北、高木、高須西、生瀬、高木北育成センターについては、令和8 年度以降の指定管理者を公募により選定

中であり、決定は令和7年１２月末を予定しております。令和8年４月１日からの利用に係る書類配布・提出先

は現行の指定管理者となります。指定管理者が変更となった場合、令和 8 年４月１日以降の書類配布・提出先が

変更となります。なお、選定結果については本市ホームページ等でお知らせいたします。 

   

～ 申し込んでから ～ 

○ 最大受入児童数を超える申請があった場合、保護者及び同居の祖父母の就労状況や家庭状況等を上記申請

締切日ごとに点数化し、許可又は待機を決定します。 

○ 申請内容が事実と異なる場合は申請を無効とし、利用の許可を取り消すことがあります。 

☆最初に必ずお読みください☆
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～ 入所が決まったら ～ 

〇 育成料の日割り計算はいたしません。 

○ 結婚や引っ越し等で世帯状況に変更があった場合は『申請事項変更届』に変更事項をご記入の上、指定管

理者までご提出ください。なお、世帯状況以外にも、電話番号の変更、勤務先の変更等があった場合も、

速やかに提出していただく必要があります。 

○ 複数クラスあるセンターのクラス分け希望はお受けできません。 

 

 

 

留守家庭児童育成センター（以下「育成センター」といいます）は、就労（在宅勤務含む）等により昼

間家庭において適切な育成を受けられない児童に、放課後や夏休み等の長期休業期間中、適切な遊び及び

生活の場を提供し、健全な育成を図るため、市が設置している施設です。 

〈ご利用までの流れ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 西宮市内に住所を有する、西宮市内小学校の 1 年生から 3 年生までの児童 

（一部の育成センターでは 4 年生受入れを実施していますが、1～3 年生の利用が優先されます。） 

（令和 8 年度）4 年生受入実施センター： 今津、甲東、高須、西宮浜、山口、段上、段上西、樋ノ口、 

小松、春風、瓦木、上甲子園、甲子園浜、鳴尾東、夙川、鳴尾、香櫨園、高木、高木北、高須西、苦楽園、

深津、平木、神原、安井、名塩、鳴尾北、津門、東山台、北六甲台、甲陽園、大社※ 

 ※４年生は大社公民館（第 3センター）での受け入れとなります 

（一部の育成センターでは５・６年生受入れをモデル実施しますが、1～3 年生の利用が優先されるため、

4 年生以上の利用許可通知の発送は 2 月下旬となります） 

（令和 8 年度）５・６年生受入実施センター：深津、津門 

    

☆対象児童（利用可能な家庭）☆

☆留守家庭児童育成センターとは☆

利用予定の育成センターを運営している指定管理者へ利用許可申請書を提出 

各指定管理者にて申請児童の育成センター利用許可を決定し、 

保護者あてに利用許可通知書を送付 

西宮市 育成センター課より、保護者あてに育成料決定通知書を送付 
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○ 特別支援学級・学校在籍か、療育手帳又は身体障害者手帳を所有している場合は 6 年生までの児童  

☆ 医療的ケアを必要とする場合は、利用許可申請書の提出前に市役所育成センター課へご相談ください。 

（  0798-35-3659） 

 

保護者及び同居の祖父母（利用開始時に 65 歳未満の方）が放課後児童を育成できない以下の状況（1）～

（５）を確認できる書類の提出が必要です。 

 （巻末の書類を切り取ってご使用いただくか、ホームページからダウンロードすることもできます。） 

◇ 共通書類 

○ 利用許可申請書（P.1～4までもれなく記入の上、すべてご提出ください。） 

・児童1人につき1枚作成してください。 

・兄弟姉妹で申請される場合は、保護者名も同一の方をご記入ください。 

・午後 7 時までの延長利用を希望される場合は、「5．延長利用申請」の 

「延長利用する」にチェックを入れ、お迎え者全員のお名前をご記入ください。 

・「誓約事項について」は、文面をよくお読みいただき、署名してください。 

 

（１）就労の場合 

昼間に、居宅外又は居宅で次のすべての条件に合う労働をしていること。 

・1 日 4 時間以上 

・月曜日から土曜日の間に 4 日以上（月間 16 日以上） 

・継続した勤務（1 ヶ月以内の短期間アルバイト等は不可） 

○ 就労証明書（申請前3か月以内に証明されたもの） 

・所定の用紙に勤務先で就労状況を記入してもらってください。 

・採用予定の方も「採用予定者」として、その採用予定先で同様に就労状況を記入してもらってください。 

なお、事業所（会社等）としての証明であれば、証明者名は所属長等でも結構です。 

・復職予定の方（育児休業中等）も「復職予定者」として、その復職予定先で同様に就労状況を記入しても

らってください。（例：ご家族の保育所入所が決まり次第、復職する等） 

※利用開始希望月までに復職できない場合は、「利用申請取下げ届」の提出が必要です。 

・採用予定や復職予定、育児休業中の方は、就労・復職 3 ヶ月後に「就労証明書」の再提出が必要です。 

（例：4/25 に復職等した場合、4～6 月の勤務実績が記入された証明書を７月初旬に再提出してください） 

・自営業者の場合、就労証明書は自書で結構ですが、自営業を営んでいることがわかる書類（直近の確定申

告書の写しや、税務署への開業届等）をあわせて提出してください。 

 

 

（２）疾病・負傷等により 1 ヶ月以上の入院、心身の障害等により児童の育成ができない場合 

○ 医療機関発行の診断書 

※それにより児童の育成が困難である旨の記載が必要です。 

※療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・介護保険被保険者証等をお持ちの方は、その写し

をあわせて提出してください。 

 

（３）親族の介護等により児童の育成ができない場合  

※就労の条件と同様の状態と認められる場合に限る 

○ 介護が必要な親族の医療機関発行の診断書 ※要介護認定 3～5 の方については不要 

共通書類は 

どの状況で申し込む 

場合でも必要だよ！ 

 

☆利用許可申請に必要な書類☆
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○ 介護保険被保険者証の写し 

○ 介護の状況を説明いただく申請理由申立書 

 

 

（４）出産の前後の場合 

①母親の出産（予定）日の前後 8 週間 

※産前 8 週前の日が属する月から、産後 8 週目の日が属する月の月末まで利用可能 

出産（予定）日は産前期間に含む 

○ 母子健康手帳の写しなど出産（予定）日のわかる書類 

○ 母親以外の方（父・同居の祖父母）については「就労証明書」等利用要件を確認する書類 

・産後 8 週間終了後に、すぐ復職する予定があり、引き続き育成センターの利用を希望される場合は、「就

労証明書」もあわせて提出してください。この場合、復職 3 ヶ月後に、就労実績の記載された「就労証明

書」の提出が再度必要になります。 

・利用開始後、実際の出産日が出産予定日よりも遅れた場合、許可期間を延長できる場合がありますので、

指定管理者までお問い合わせください。 

   

②育児休業を取得する場合 

次のいずれかの条件に該当する場合は、保護者の出産日から起算して１年を経過する日が属する年度の末日まで、空き

がある育成センターでは利用可能（詳細は指定管理者までお問い合わせください） 

・令和8年3月末日まで上記①もしくは②を要件に育成センターを利用していた児童のうち、保護者が引き続

き育児休業を取得する場合 

・令和8年4月以降、上記①を要件に育成センターを利用していた児童のうち、保護者が引き続き育児休業を取得

する場合 

・親の産後休暇又は育児休業を要件に令和8年3月末日まで保育所等を利用していた新1年生及びその兄弟姉妹の 

うち、令和8年4月以降も保護者が引き続き育児休業を取得する場合 

※育児休業以外の要件での申込者受付終了後もなお、空きがある場合及び利用中の育成センターにおいて 

待機児童が発生した際に、発生月の翌月末に退所することに同意いただける場合に限ります。 

〇 母子健康手帳の写しなど出産日のわかる書類 

〇 育児休業中であることが記載されている就労証明書 

〇 育児休業中以外の方の利用要件を確認する書類（就労の場合は就労証明書等） 

 

（５）その他、上記と同様の状態と認められる場合（職業訓練学校への通学等） 

○ 児童を育成できないことを証明する書類 

例：職業訓練学校在籍ならば、「在学証明書」「時間割」等、就労と同等の日数・時間数通学等することが 

分かるもの 

 

◇ その他の必要書類 

○ 育成料減免申請書（育成料の減免制度ⅰ（P.6 参照）を希望される方） 

・令和 7 年 1 月 1 日時点で西宮市以外にお住まいだった方は、市・県民税の令和 7 年度課税証明書（※源泉

徴収票ではありません）を保護者（祖父母含む）の方全員分（お一人ずつ）添付してください。 

・令和７年１月１日時点で西宮市外（国外）にお住まいの方は海外所得に係る証明書兼申立書の提出が必要で

す。 

・生活保護世帯の方は、生活保護証明書（写し可）又は生活保護受給証の写しの提出が必要です 
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○ 療育手帳又は身体障害者手帳の写し（利用児童に障害がある場合） 

 

 

 

 

（1）開所日及び開所時間 

期間 開所日（月曜日～土曜日） 開所時間 
延長（希望者のみ※２） 

土曜日は延長なし 

春休み 修了式の翌日～始業式の前日まで※１ 

午前８時～午後５時 午後 5時～午後 7時 夏休み 
終業式の翌日～授業日の前日まで 

      （令和 8年 8月 27日） 

冬休み 終業式の翌日～始業式の前日まで 

※１ 令和8年度の新1年生は令和8年4月1日から入学式の前日まで、令和7年度の時点で3年生（4 年生受

入れを実施している育成センターは 4 年生、5・6 年生受入れを実施している育成センターは 6 年

生）の児童は令和8年3月31日（年度末）までの利用となります。 

※２ 別途料金がかかります。また、保護者等の「お迎え」が必要です。 

延長利用を希望される場合は、利用許可申請書（P.3）の「5.延長利用申請」にて申請してください。 

利用申請後に延長利用を希望される場合は、「延長利用申請書兼誓約書」を提出してください。 

※  長期休業期間の開所日につきましては、変動する可能性があります。 

※  育成センターの保育時間中に塾などへ行き、育成センターに戻る（中抜けする）ことはできません。 

 

（2）休所日 

  日曜・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

   台風等の影響により運営に支障が生じる場合や、暴風又は大雨警報等が発表された場合、休所となること 

があります。警報等を理由に学校が一斉下校となった場合は、育成センターは休所となります。 

 

 

（1）育成料 

育成料は西宮市が徴収します。1 人当たり、春・冬休みは 8,200 円、夏休みは 16,400 円が必要です。延

長を希望される方は 1 人当たり、春・冬休みは 3,000 円、夏休みは 6,000 円が加算されます。長期休業期

間内に利用されなかったり、待機が理由で途中からの入所になった場合等の理由であっても、育成料は定額と

なりますのでご了承ください。 

なお、長期休業期間中であっても、期間終了後も継続して利用したい場合など各月１日からの利用を希望さ

れる場合は、ご利用案内〈通年利用分〉の申請書を使用してお申し込みください。 

 

①減免制度 ⅰ 

  該当する世帯には、下表の減免制度があります。※児童 1 人につき 1 枚の減免申請書の提出が必要です。 

世帯の所得区分 育成料 延長加算 

生活保護世帯・令和７年度「育成料減免基礎額」が 0 円の世帯のうち母子・父子世帯 0 円  0 円  

令和７年度の「育成料減免基礎額」が 0 円の世帯 2,000 円  3,000 円  

令和７年度の「育成料減免基礎額」が 6 万円未満（0 円を除く）の世帯 4,100 円  3,000 円  

☆費用等（育成料・実費徴収金）☆

☆利用時間等☆
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※「育成料減免基礎額」の計算方法等の詳細については、「育成料減免申請書」の裏面をご覧ください。 

※夏休みは上記金額の２倍の金額となります。 

 

 

②減免制度 ⅱ 

  同一世帯で同時に 2 人以上の児童が育成センターを利用する場合は、第 2 子目以降の児童は第 1 子の 1/2

が減額（延長加算は対象外）されます。「利用許可申請書」「1.（2）同居親族（兄弟姉妹・伯叔父母等）の

状況」の「育成利用」欄に〇印をつけてください。「育成料減免申請書」の提出は不要です。 

③納付方法 

 ・西宮市から「納付書」が送付されますので、指定された期日までに所定の金融機関でお支払いください。 

・利用開始後は全くご利用のない場合も育成料はお支払いいただきます。 

 

育成料に関する問合せ：市役所 育成センター課   （0798）35-3659 
 

（2）実費徴収金 

・実費徴収金は各育成センターの活動に必要な、日々のおやつ代及び行事費のことです。 

 ・実費徴収金（月額 2,500 円程度）は、各指定管理者が口座振替などにより徴収します。 

 ・実費徴収金の口座振替申込書につきましては、各指定管理者の案内に従ってください。 

 ・夏休み期間中について、行事内容によっては、実費徴収金の追加が発生する場合があります。 

実費徴収金に関する問合せ：Ｐ.１の各指定管理者にお問い合わせください 

 

（3）注意事項（育成料・実費徴収金共通） 

  ・保護者様の振替手数料の負担はありません。 

 ・日割り計算はいたしません。 

 

   

 

 

（1）申請書の配布場所・提出先 

配布場所：各育成センター、各指定管理者事務局、市役所育成センター課 

（西宮市または各指定管理者のホームページからプリントアウトも可能です） 

提 出 先：P.１に記載の表の各指定管理者 ※市役所育成センター課では受付できません 

提出方法：郵送又は直接ご持参ください（FAX での提出はできません） 

※書類不備・不足があれば、受付できませんのでご注意ください。 

  ※兄弟姉妹で申し込まれる場合は、同じ封筒での郵送をお願いします。 

 

（2）受付期間・締め切り日 

      利用を希望する長期休業期間ごとに申請が必要です。 

 

  春休み受付期間：令和８年 1 月 20 日（火） ～  2 月 20 日（金） 

  夏休み受付期間：令和８年 5 月 20 日（水） ～  6 月 19 日（金） 

令和７年度の「育成料減免基礎額」が 6 万円以上 12 万円未満の世帯 6,100 円  3,000 円  

☆申請方法☆
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  冬休み受付期間：令和８年 10 月 20 日（火） ～ 11 月 20 日（金） 

       持参・郵送とも締切日必着です。（消印有効ではありません） 

 

 

（3）利用の許可について 

先着順ではありません。 

最大受入児童数を超える申請があった場合、保護者及び同居の祖父母の就労状況や家庭状況等を上記申請

締切日ごとに点数化し、許可又は待機を決定します。（詳しくは市又は各指定管理者まで） 

利用許可期間は長期休業期間のみです（※始業式、終業式、授業日は含みません）。 

利用許可通知・不許可通知等は次の日程で保護者宛に送付する予定です。 

春休み：令和８年 3 月中旬 

夏休み：令和８年 7 月上旬 

冬休み：令和８年 12 月上旬 

育成料に滞納がある世帯は、利用の許可はできません。 

 

 

 

 

提出書類 締切日（春休

み） 

締切日（夏休み） 締切日（冬休み） 

延長利用申請書 兼 誓約書 P.7 の受付期間の最終日 

減免申請書 

3/19（木） 

 

7/17（金） 

 

12/18（金） 利用申請取下げ届 

延長利用取下げ届 

申請事項変更届 随時 

※ 営業日は土日祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く平日です。 

○ 提出書類の締切日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日となります。（必着） 

○ 「利用申請取下げ届」「延長利用取下げ届」の提出がない場合は在籍（延長利用）とみなされ、育成料

等が徴収されますのでご注意ください。 

○ 市内転居等で別の育成センターの利用を希望される場合は、ご利用中の育成センターを退所していただ

き、転校先の育成センターに改めて新規申請をしていただく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆申請内容に変更が生じた場合☆
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小学生の放課後の居場所について 

 

小学生の放課後の居場所に係る事業として、留守家庭児童育成センターの他、放課後キッズルーム事業、民設放課後 

児童クラブがあります。放課後キッズルーム事業、民設放課後児童クラブの詳細については西宮市ホームページでご確 

認をお願いします。 

 
放課後キッズルーム事業 

※以下は目安です。実施時間等は学校により異なりますの 

 で、詳細は市ホームページでご確認ください。 

放課後児童健全育成事業 

民設放課後 

児童クラブ 

留守家庭児童 

育成センター 直営型 委託型 

目的等 

すべての児童を対象に、放課後の学校施設を活用し、児童

が自由に過ごせる居場所を提供することで、児童の健やか

な成長を支えることを目指す事業です。 

参加するかどうか、また何時に来て何時に帰るかも児童が

決めます。 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に適切な遊び

及び生活の場を提供し健全な育成を図る事業です。 

民設放課後児童クラブは民間の事業者が市の補助を受け設

置・運営しています。 

対象 

１年生から６年生 

※新一年生は、登下校に慣れてから参加開始となります。参加開始時期は学校

により異なります。なお、委託型の学校で、定員超過のために育成センター

の利用が許可されなかった方については、４月より参加することができます。 

１年生から４年生 １年生から３年生 

※一部センターでは 

４年生や６年生まで 

実

施

時

間 

授業日 下校時～概ね16時30分 下校時～17時 下校時～17時（延長：17時～19時） 

土曜日 なし 8時～17時 

長期 

休業日 

概ね9時30分～11時30分 

※夏休みのみ実施 

8時30分～17時 8時～17時（延長：17時～19時） 

利用料 
無料 無料 

※保険料800円 

月額8,200円（減免制度あり） 

延長料：月額3,000円 

実費徴収金：月額2,500円程度 

申込 不要 必要（定員なし） 必要（定員あり） 

活動場所 図書室、ランチルーム、運動場 等 学校外の民間施設 主に学校内の専用室、 

運動場 

活動内容 

数名の見守りサポーターがいますが、保育を目的とするも

のではなく、活動内容は児童が決めます。宿題や読書、将棋

やオセロ、外遊び等、児童は思い思いの時間を過ごします。 

40名や60名などの定員を設け、全体での遊びや行事、宿題

への取り組み等を行います。 

民設放課後児童クラブは、各クラブにおいて特色のある自主

事業を実施している場合があります。実施内容・料金はクラ

ブごとに運営事業者が定めています。 

その他 

参加時に受付をしますが、出欠の管理は行いません。 

各校における育成センターの待機児童の状況等により実施

形態（直営型、委託型）が変更となる可能性があります。 

民設放課後児童クラブは、複数の校区からの利用が可能で

す。【登所時】クラブのある校区の児童は自主登所です。校

区外の児童は学校からクラブまで運営事業者がお迎えしま

す（料金不要）。【降所時】保護者のお迎えまたは自主降所と

なります。 

西宮市 

ホームページ 

実施時間や活動場所等は学校により異なります。詳細は市

ホームページでご確認ください。 

ページ番号「52739500」 

または二次元コードで検索 

民設放課後児童クラブについて詳細は市ホームページでご

確認ください。 

ページ番号「22428523」 

または二次元コードで検索 
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放課後キッズルーム事業一覧 （令和７年９月末現在） 

事業分類 実施校（※１） 

直営型 

浜脇小、安井小、夙川小、北夙川小、苦楽園小、大社小、甲東小、上ケ原小、 

上ケ原南小、段上西小、深津小、瓦林小、上甲子園小（※２）、津門小、春風小、 

今津小、鳴尾小、甲子園浜小、鳴尾北小、小松小、北六甲台小、名塩小、生瀬小、 

西宮浜義務教育学校 

委託型 
香櫨園小、神原小、甲陽園小、広田小、平木小、樋ノ口小、高木小、高木北小、 

南甲子園小 

※１上記に掲載がない学校では現時点で事業を実施していません。早期の全校実施を目指して拡充に努めています。 

※２上甲子園小は公民館で週２回程度実施。他の直営型と同様の実施方法に移行する予定ですが、時期は未定です。 

西宮市教育委員会 地域学校協働課 

   0798-35-3652 

 

民設放課後児童クラブ一覧 （運営内容や空き状況、申込方法等については各運営事業者へ） 

クラブ名 所在地 対象小学校区 運営事業者 問合せ 

放課後クラブ 

いつざいや 

甲東園 1-2-1 

ｵｰﾁｬﾑ・ﾀﾞｲｳﾒ 1階 

段上西小・段上

小・甲東小・上ケ

原小 

有限会社 

エムステージ 
0120-214-620 

学童保育じゃんぷ 

甲子園クラブ 

若草町 2-10-13 

ｶｰｻｶﾍﾟﾗ 1-D 

鳴尾北小 

小松小 

特定非営利活動法人 

子ども支援ホーム 
0798-44-6217 

アフタースクール 

にしのみや上ケ原 
上ケ原五番町 6-33 

上ケ原小 

上ケ原南小 特定非営利活動法人 

三楽 

0798-61-1667 

アフタースクール 

丸橋 
丸橋町 6-8 

広田小・平木小 

甲東小 
0798-31-6001 

学童保育じゃんぷ 

甲子園南クラブ 

甲子園九番町 

14-19 

南甲子園小・甲子

園浜小・鳴尾東小 

特定非営利活動法人 

子ども支援ホーム 
0798-61-1366 

アフタースクール 

夙川 
南越木岩町 11-23 

夙川小・北夙川小 

神原小・甲陽園小 

苦楽園小（※） 

特定非営利活動法人 

三楽 

0798-39-8101 

アフタースクール 

にしのみや高木西 
高木西町 20-6 

高木小・樋ノ口小 

高木北小 
0798-56-8166 

アフタースクール 

かわらばやし 

瓦林町 25-5 

3階 

瓦林小 

瓦木小 
0798-42-8677 

アフタースクール 

・用海 

与古道町 6-17 

2・3階 

用海小・浜脇小 

安井小（※） 
0798-81-3944 

※アフタースクール夙川、アフタースクール・用海については長期休業期間（夏・冬・春休み）に限り西宮市内の全校区 

より利用者を募集します。 

                                西宮市 育成センター課 

                                    0798-35-3206 

 


